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▲第 4次再審裁判を支援する集いで講演中の荒井信一先生 (02年 10月 4日 )

奈また “横浜事件の時代"が…・
17年 目に入 り、いつそ うのご支援・ご協力を !

▼
さ
る
‐０
月
４
日
、
第
４
次
再
審
裁
判

支
援
の
集
い
を
開
き
ま
し
た

（東
京

。

岩
波
セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
）
。

は
じ
め
に
弁
護
団
の
佐
藤
博
史
弁
護

士
か
ら
今
裁
判
の
性
格
と
意
義
に
つ
い

て
、

つ
づ
い
て
荒
井
信

一
先
生
に

「
ア

ジ
ア
太
平
洋
戦
争
下
の
日
本
の
対
外
政

策

。
民
族
政
策
と
細
川
論
文
」
の
題
で

講
演
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
約
５０
人

が
参
加
し
、
第
４
次
再
審
の
意
味
を
確

認
し
合
い
ま
し
た
。

▼
横
浜
事
件

。
再
審
裁
判
も

一
九
人
六

年
の
第
１
次
提
訴
以
来
す
で
に
１７
年
目

に
入
り
ま
し
た
。
こ
の
間
、
状
況
は
大

き
く
変
わ
り
、
国
外
で
は
対
イ
ラ
ク
戦

争
、
国
内
で
は
有
事
法
制

。
メ
デ

ィ
ア

規
制
法
と
、
ま
す
ま
す

「横
浜
事
件
の

時
代
」
に
逆
行
、
再
び

「新
た
な
戦
前
」

を
迎
え

つ
つ
あ
り
ま
す
。

前
途
は
決
し
て
明
る
く
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
だ
け
に
横
浜
事
件
再
審
の
取

り
組
み
は
切
実
さ
と
必
要
性
を
加
え
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
今
後
と
も
ご
支
援

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
‐２
月
１７
日
、
申
立
人
と
弁
護
団
は
横

浜
地
裁

へ
お
も
む
き
、
裁
判
長
と
面

談
、
速
や
か
な
取
り
組
み
を
要
請
し
ま

し
た
。

◆
再
審
実
現
の
取
り
組
み
も
１７
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。
引
き
続
き

「支
援

す
る
会
」
会
員
と
し
て
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

◆
会
費
は
年
間
５
０
０
０
円

（団
体
）
、
２
０
０
０
円

（個
人
）

で
す
。

★
同
封
の
振
替
用
紙
で
一
最
寄
り
の
郵
便
局
で
お
振
り
込
み
く
だ
さ
い
。

（支
援
す
る
会
事
務
局
）

◆ 12月 17日 、裁判長と面談、真摯な取 り組みを要請
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〈
１０
月
４
日
、
支
援
の
集
い
で
の
講
演
レ
ジ

ュ
メ
〉

民 ア

族 ジ

政 ア

策 太

と 平

細 洋

ノ|!戦

論 争

文 下

一
「
大
東
亜
共
栄
囲
」
と
民
族
自
決

植
民
地
主
義
と
民
族
自
決

第
二
次
世
界
大
戦
―
植
民
帝
国
か
ら

福
祉
国
家

へ
の
転
換
を
促
進
。
ア
ジ
ア

太
平
洋
戦
争
の
重
要
な
争
点
は
植
民
地

主
義
の
問
題
。
と
く
に
連
合
国
が
植
民

地
主
義
克
服
の
原
理
と
し
て
提
起
し
た

「民
族
自
決
」
が
、
戦
争
の
進
行
の
中
で

重
要
な
争
点
と
し
て
発
展
。

Ａ
．
日
本
の
戦
争
目
的

自
存
自
衛
と
「大
東
亜
共
栄
圏
穴
松

岡
外
相

の
造
語
、
公
式
の
ス
ロ
ー
ガ

ン
）
の
建
設
。
戦
争
の
呼
称
「大
東
亜
戦

争
」
。
し
か
し
反
英
米
意
識
を
強
調
し

東
南
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
取

り
込
み
、
占
領
政
策
に
協
力
さ
せ
資
源

を
独
占
し
よ
う
と
す
じ

る
意
図
が
見

え
み
え

（注
１
）
。
独
立
は
ビ
ル
マ
（４３
。

８
独
立
、
し
か
し
軍
首
脳
は
社
共
と
反

の
日
本
の
財
外
政
策

・

荒
井
信

一

フ
ァ
シ
ス
ト
人
民
自
由
連
盟
結
成
、

４５
・
３
蜂
起
）
フ
イ
リ
ピ
ン
（４３
・
‐０
形

式
的
独
立
、
ラ
ウ
レ
ル
政
府
は
無
力
）

の
み
、
謀
略
的
約
束

（注
２
）
。
ま
た
日

本
の
指
導
権

舎
朝
権
）
を
露
骨
に
主
張

（日
独
伊
三
国
軍
事
同
盟
に
よ
る
世
界

分
割
を
前
提
）
。

〈戦
争
目
的
の
修
正
〉

戦
争
目
的
研
究
会
（外
務
省
、　
一
九

四
三
年
）
の
批
判

「従
来
の
指
導
的
理

念
の
極
度
に
強
調
せ
ら
れ
た
る
共
栄
圏

思
想
は
反
省
を
要
す
」、
「大
東
亜
共
栄

圏
」
を
戦
争
目
的
か
ら
外
す
と
結
論
。

大
東
亜
共
同
宣
言
２

九
四
三
年
、
Ｈ

月
５
日
、
大
東
亜
会
議
。
出
席
は
中
華

民
国
、
満
州
国
、
フ
イ
リ
ピ
ン
、
ビ
ル

マ
の
み
、
自
由
イ
ン
ド
仮
政
府
は
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
。
「大
東
亜
共
栄
圏
の
建
設
」

は
姿
を
消
し
、
新
戦
争
目
的
と
し
て
共

存
共
栄
の
秩
序
の
建
設
、
自
主
独
立

。

伝
統
の
相
互
尊
重
、
互
恵
的
経
済
発

展
、
人
種
差
別
撤
廃
、
文
化
交
流
、
資

源
開
放
が
公
表
。
大
西
洋
憲
章

へ
の
対

抗
、
戦
後

へ
の
視
点
、
戦
争
目
的
の
正

当
化
。

（戦
争
目
的
と
植
民
地
主
義
の
矛
盾
〉

マ
ー
ク
・
Ｒ
・ピ
ー
テ
イ
ズ
戦
時
中
の

日
本

の
植
民
地
帝
国
は
）
支
配
下
の

人
々
の
民
族
的
熱
望
の
ほ
ん
の
か
す
か

な
光
も
厳
し
く
鎮
圧
し
て
い
た
。
そ
れ

は
植
民
地
帝
国
の
中
で
も
最
も
権
威
主

義
的
な
も
の
で
あ

つ
た
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
反
植
民
地
解
放
の
騒
々

し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
支
持
し
た
」。
大

東
亜
会
議
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
不
招
聘
―

「帝
国
領
土
」
（注
３
）
。

Ｂ
．
連
合
国
の
戦
争
目
的

大
西
洋
憲
章

（
一
九
四

一
年
８
月
）

第
１
項

「無
併
合

（領
上
の
割
大
は
求

め
な
い
ご
、
第
２
項

「人
民
の
政
体
選

択
の
自
由
」
、
第
３
項

「自
由
に
表
明
さ

れ
た
関
係
人
民
の
同
意
に
よ
ら
な
い
領

上
の
変
更
を
認
め
な
い
こ
と
」
な
ど
民

族
自
決
の
原
則
、
ウ
イ
ル
ソ
ン
の
「
１４
ケ

条
」
の
発
展
、
被
治
者
の
同
意

（民
族
自

決
主
義
）
を
い
つ
そ
う
強
調
。

〈ア
ジ
ア

ヘ
の
適
用
〉

「
カ
イ

ロ
宣
言
ス

一
九
四
三
年
Ｈ
月

に
７
日
公
表
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、

中
華
民
国
ヽ
三
大
同
盟
国
は
日
本
国
の

侵
略
を
制
止
し
か
つ
こ
れ
を
罰
す
る
た

め
今
次
の
戦
争
を
な
し

つ
つ
な
り
。
右

同
盟
国
は
自
国
の
た
め
に
な
ん
ら
の
利

得
を
も
欲
求
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
。
ま

た
領
土
拡
張
の
な
ん
ら
の
念
を
も
有
す

る
も
の
に
あ
ら
ず
員
外
務
省
訳
、
た
だ

し
漢
字
表
記
等
は
改
め
た
）
。
第

１
次

世
界
大
戦
で
日
本
が
「奪
取
Ｌ
占
領
」
し

た
太
平
洋
諸
島
の
剥
奪
、
満
州
、
台
湾

お
よ
び
付
属
諸
島
の
中
国

へ
の
返
還
、

朝
鮮
の
独
立
。
戦
争
の
終
結
点
Ｌ
し
て

日
本
の
無
条
件
降
伏
を
要
求
。

〈戦
争
目
的
と
植
民
地
主
義
の
矛
盾
〉

一
九
四

一
年
９
月
、
チ
ャ
ー
チ
ル
英

首
相
は
、
下
院
で
の
質
問
に
答
え
、
イ

ン
ド
と
ビ
ル
マ
を
憲
章
の
適
用
か
ら
除

外
。
「解
放
さ
れ
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
か

ん
す
る
宣
言
ス

一
九
四
五
年
２
月
、
ャ

ル
タ
会
談
）
と
の
比
較
。
大
西
洋
憲
章

の
第
２
項

（す
べ
て
の
人
民
の
政
体
選

択
の
自
由
）
、
第
３
項
（侵
略
国
に
よ
り

強
制
的
に
奪
わ
れ
た
主
権
と
自
治
権
の
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回
復
）
を
直
接
引
用
。
民
族
自
決
原
則

の
適
用
に
お
い
て
ヨ
ー

ロ
ツ
パ
と
ア
ジ

ア
Ｌ
の
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
あ

つ

た
よ
う
に
お
も
え
る
。
「カ
イ
ロ
宣
言
」

に
は
大
西
洋
憲
章

へ
の
言
及
な
し
。
領

土
不
拡
大
千
島
原
則
に
反
す
る
列
島
の

割
譲

↑
路
８
お
し
、
朝
鮮
の
戦
後
処
理

含
“
　
０
お
　
ｏ
８
房
①
の
挿
入
に
よ
る
信

託
統
治
期
間
の
長
期
化
企
図
）
等
。

二

細
川
論
文
と
民
族
政
策

Ａ
．
論
文

「世
界
史
の
動
向
と
日
本
」

「
改
造
』

一
九
四
二
年
８
月
号

・
９
月

号
所
収
）
の
基
本
的
性
格

「抗
戦
力
の
観
点
か
ら
日
本
の

『
大

東
亜
共
栄
圏
』
に
お
け
る
民
族
政
策
に

つ
い
て
政
策
提
言
を
行

っ
た
論
文
」

（荒
井

「鑑
定
書
し

（注
４
と
。
東
亜
諸

民
族
の
力
量
を
抗
戦
力
と
し
て
結
集
す

る
た
め
に
は
大
胆
な

「革
新
」
が
必
要

で
あ
る
と
説
い
た
。

こ
の
革
新
は

日
本
国
内
の
革
新

（例
え
ば
社
会
主
義

革
命
）
で
な
く
、
む

し
ろ
未
解
放
民
族
の

民
族
自
決
と
近
代
的

進
歩

の
促
進
な
ど
、

植
民
地
主
義
と
植
民

地
支
配
の
革
新
を
さ

す
。

（独
ソ
戦

の
開
始

〈
一
九
四

一
年
６
月
）

２２
日
）
と
細
川
）

争
点
の
認
識
―

「
世
界
動
乱
に
当
面

す
る
日
本
国
民
」

（
改
造
』

一
九
四

一

年
８
月
号
、
独
ソ
戦
開
始
直
後
の
７
月

７
日
執
筆
）
。
ソ
連
早
期
崩
壊
論
に
対

し
、
世
界

一
流
の
工
業
国

へ
の
成
長
を

あ
げ
て
反
対
、
多
民
族
国
家
と
し
て
の

脆
弱
性
も
否
定
。
ア
ジ
ア
諸
民
族
に
対

し
て
は
、
コ
ヽ
の
戦
争
中
に
さ
ら
に
発

展
し

つ
つ
あ
る
諸
民
族

の
独
立
運
動

は
、
支
配
列
強
の
致
命
的
な
る
重
大
問

題
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
関

係
列
強
が
、

１０
億
に
近
い
こ
れ
ら
ア
ジ

ア
諸
民
族

の
民
主
主
義
的
要
求
に
対

し
、
こ
れ
を
い
か
に
解
決
す
る
か
が
列

強
の
世
界
政
策
の
運
命
を
決
定
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
問
題
の
解
決
は
、
も

は
や
単
な
る
武
力
手
段
の
強
弱
如
何
の

問
題
を
は
る
か
に
越
え
、
そ
れ
ら
諸
民

族
の
民
族
的
念
願
と
自
国
の
利
害
等

が
、
調
和
さ
る
べ
き
政
治
的
原
則
の
如

何
に
か
か
つ
て
い
る
。
」
（１４
ぺ
‐
ジ
）‐

大
西
洋
憲
章
の
予
見
。

（ソ
連
の
民
族
政
策
と
抗
戦
力
〉

ソ
連
論
の
中
心
は
抗
戦
力
の
観
点
か

ら
の
ソ
連
の
民
族
政
策
評
価
。
民
族
融

和
の
実
現

（民
族
自
決
と
諸
民
族
の
平

等
が
、
従
属
諸
民
族
の
工
業
化
と
文
化

的
発
展
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
た
と
見

る
）
を
評
価

（疑
い
も
な
く
過
大
評
価

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
問
題
と
し
て
は

民
族
政
策
と
抗
戦
力
の
内
在
的
関
係
を

細
川
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
）
。

ま
た
民
族
政
策
の

「成
功
」
が

「文
字

を
知
ら
ざ
る
諸
民
族
に
文
字
を
教
え
近

代
文
明
と
文
化
と
を
教
え
来
た
っ
た
こ

と
」
す
な
わ
ち
近
代
化
の
成
功
に
求
め

ら
れ
た
こ
と
に
も
注
意
。
革
新
の
内
容

は
、
諸
民
族
の
民
族
自
決
と
近
代
化
―

「細
川
は
日
本
が
ア
ジ
ア
諸
民
族
を
組

織
化
し
そ
の
力
を
抗
戦
力
と
し
て
役
立

て
る
た
め
に
は
、
日
本
の
対
ア
ジ
ア
民

族
政
策
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
り
、
其

の
近
代
的
な
改
革
と
自
立
を
促
進
す
る

よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
べ
き
こ
と

を
示
唆
」
（
荒
井
鑑
定
書

）。

Ｂ
．
細
川
の
史
観

１
．
工
業
中
心
の
生
産
力
史
観
、
農
業

な
い
し
農
村
問
題

へ
の
問
題
意
識
希

薄
。
一
九
二
九
年
世
界
恐
慌
の
日
本

ヘ

の
打
撃
―
細
川
論
文
　
「
日
本
に
お
い

て
は
近
隣
に
後
進
地
域
た
る
植
民
地
半

植
民
地
を
有
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
打
撃

は
軽
微
で
あ
っ
た
」、

コ
ミ
ン
テ
ル
ン

蕉曇善翼:蓄

▲第4次再審裁判支援の集いで講演する荒井先生
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（
テ
ー
ゼ

「
日
本
の
情
勢
と
日
本
共
産

党
の
任
務
し
　
「
（日
本
で
は
社
会
的
諸

条
件
が
）
工
業
恐
慌
と
農
業
危
機
と
の

結
合
を
導
き
、
都
市
お
よ
び
農
村
に
お

い
て
経
済
恐
慌
を
未
曾
有
に
先
鋭
な
も

の
と
し
て
い
る
」
―
細
川
論
文
と

コ
ミ

ン
テ
ル
ン
の
認
識
の
根
本
的
乖
離
、
こ

の
認
識
で
は
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
支
部
と
し

て
の
日
本
共
産
党
の
再
建
は
不
可
能
。

２
．
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
中
心
史
観

（略
）
。

３
．

マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
、
生
産
関

係
の
分
析
の
欠
如
、
農
業
、
金
融
な
ど

の
部
門

へ
の
視
点
の
欠
如
、
結
果
と
し

て
生
産
力
の
構
造
的
把
握
の
欠
如
、
な

ど
、
と
く
に
生
産
力
と
生
産
関
係
の
矛

盾
は
ン生
産
と
消
費
の
矛
盾
に
単
純
化
、

こ
の
矛
盾
の
過
剰
生
産
恐
慌
の
原
因
を

求
め
る
の
は
自
由
主
義
経
済
学
説
に
も

あ
り
、
史
的
唯
物
論
に
固
有
の
も
の
で

は
な

い
。

資
料

（注
１
）
「南
方
占
領
地
行
政
実
施
要
領
」

（
一
九
四

一
年

・
Ｈ
　
２０
．
大
本
営
政
府
連

絡
会
議
決
定
）

「第

一　

方
針
　
占
領
地
に
対
し
て
は
差
し

当
た
り
軍
政
を
実
施
し
治
安
の
回
復
、
重

要
国
防
資
源
の
急
速
獲
得
及
び
作
戦
軍
の

自
活
確
保
に
資
す
。

第
二
　
要
領
　
七
国
防
資
源
取
得
と
占
領

軍
の
現
地
自
活
の
た
め
民
生
に
及
ぼ
さ
ざ

る
を
え
ざ
る
重
圧
は
こ
れ
を
忍
ば
し
め
宣

撫
上
の
要
求
は
右
目
的
に
反
せ
ざ
る
程
度

に
と
ど
む
る
も
の
と
す
。
　

人

（前
略
）
原

住
土
民
に
た
い
し
て
は
皇
軍
に
す
る
信
依

観
念
を
助
長
せ
し
む
る
如
く
指
導
し
其
の

独
立
運
動
は
過
早
に
誘
発
せ
し
む
る
こ
ル
一

を
さ
く
る
も
の
と
す
」

（注
２
）
「対
米
英
蘭
蒋
戦
争
終
末
促
進
に

関
す
る
腹
案
員

一
九
四

一
年
Ｈ
月
１４
日
、

大
本
営
政
府
連
絡
会
議
決
定
）
「ビ
ル
マ
の

独
立
を
促
進
し
、
其
の
成
果
を
利
導
し
て

印
度
の
独
立
を
刺
激
す
。
比
島
の
取
り
扱

い
は
差
し
当
た
り
現
政
権
を
存
続
せ
し
む

る
こ
と
と
し
、
戦
争
終
末
促
進
に
資
す
る

如
く
考
慮
す
」。

（注
３
）

一
九
四
三
年
１
月
、
日
本
は
ビ
ル

マ
を
独
立
さ
せ
る
方
針
を
明
ら
か
に
し
た

が
、
そ
の
検
討
過
程
で
も
ビ
ル
マ
の
独
立

が

「我
が
勢
力
下
に
あ
る
爾
他
民
族
の
独

立
運
動
を
刺
激
す
る
」
こ
と
に
対
す
る
危

惧

（大
本
営
政
府
連
絡
会
議
説
明
資
料
）
や

「独
立
の
文
字
は
朝
鮮
独
立
問
題
に
適
用
」

さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
止
め
た
ら
ど

う
か

（海
軍
）
な
ど
の
意
見
が
内
部
か
ら
も

主
張
さ
れ
た
。

一
九
四
三
年
１０
月
２‐
日
、
国
民
会
議
派

指
導
者
、
チ
ャ
ン
ド
ラ

。
ボ
ー
ス
を
首
班
と

す
る
自
由
イ
ン
ド
仮
政
府
樹
立
。
そ
の
２

日
後
、
日
本
政
府
は
同
政
府
を
承
認
。
Ｈ
月

５
日
に
開
会
し
た
大
東
亜
会
議
の
席
上
、

東
条
首
相
は
日
本
海
軍
が
占
領
し
て
い
た

イ
ン
ド
洋
上
の
ア
ン
ダ

マ
ン
、　
ニ
コ
バ
ル

両
島
を
、
専
有
領
土
の
な
い
同
政
府
に
与

え
る
用
意
の
あ
る
こ
と
を
表
明
。
そ
れ
は

外
務
省
条
約
局
の
次
の
よ
う
な
国
際
法
上

の
意
見

（
６
月
Ｈ
日
）
を
入
れ
た
結
果
で

あ

っ
た
。

「政
府
の
承
認
と
い
う
以
上
は
、
領
土
と

人
民
を
主
権
の
客
体
と
す
る
国
家
の
存
在

を
前
提
と
し
、
『
従

っ
て
全
然
国
家
を
有
せ

ざ
る
政
府
に
対
し
承
認
を
与
う
る
如
き
は

法
理
上
説
明
し
得
べ
か
ざ
る
所
』
で
あ
り
、

も
し
政
府
の
根
拠
な
き
政
府
を
承
認
す
る

な
ら
ば
、
『
諸
亡
命
政
権
あ
る
い
は
重
慶
に

お
け
る
朝
鮮
独
立
政
府
等
の
如
さ
存
在
を

理
論
上
逆
に
根
拠
付
く
る
如
き
結
果
と
も

な
る
べ
し
』
と
指
摘
し
て
い
た
。
そ
こ
で
条

約
局
は
、
た
だ
ち
に
自
由
イ
ン
ド
仮
政
府

を
承
認
す
る
よ
り
も
、
『
更
に

一
歩
を
進
め

て
現
在
唯

一
の
自
由
イ

ン
ド
地
域

た
る

《
ア
ン
ダ

マ
ン
》
諸
島
を
不
取
敢
そ
の
領
土

と
せ
じ
め
て
馴
か
な
り
と
も
国
家
と
し
て
、

し
た
が

っ
て
政
府
と
し
て
の
体
裁
を
具
え

し
む
る
よ
う
す
る
こ
と
策
の
得
策
た
る
も

の
な
り
』
と
進
言
し
て
い
た
。
こ
こ
で
外
務

省
が
「
重
慶
に
お
け
る
朝
鮮
独
立
政
府
」
を

引
き
合
い
に
出
し
日
本
が
領
土
を
持
た
な

い
イ
ン
ド
仮
政
府
を
認
め
れ
ば
、
三

。
一
連

動
の
結
果
と
し
て
上
海

（
の
ち
重
慶
）
に
樹

立
さ
れ
た

「大
韓
臨
時
政
府
」
を
も
亡
命
政

権
と
し
て
正
統
化
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る

と
し
て
、
ア
ン
ダ

マ
ン
割
譲
の
根
拠
と
し

た
こ
と
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
以
上
引

用
は
波
多
野
澄
雄

『
太
平
洋
戦
争
と
ア
ジ

ア
外
交
』
に
よ
る
。

（注
４
）
細
川
論
文
に
つ
い
て
の
確
定
判
決

の
認
定
…
　
「唯
物
史
観
の
見
地
よ
り
社
会

の
発
展
を
説
き
社
会
主
義
社
会
の
実
現
が

現
存
社
会
制
度
の
諸
矛
盾
を
解
決
し
得
る

唯

一
の
道
に
し
て
わ
が
国
策
も
亦
唯
物
史

観
の
示
す
世
界
史
の
動
向
を
把
握
し
て
其

の
方
向
に
沿
い
樹
立
遂
行
せ
ら
れ
る
べ
き

こ
と
を
暗
示
師
た
る
共
産
主
義
的
啓
蒙
論

文
」
。

▲小野新―さん (左 )と
小林佳―郎さん

▲申立人の斎藤信子さん

▲春田部弁護団長の挨拶



5 横浜事件再審裁判を支援する会 No.46

馨
いは
話黙
瑞
求
の

佐
藤
博
史

（弁
護
団
。
）

本
年

（二
〇
〇
二
年
）
３
月
１５
日
に

申
立
て
た
第
四
次
請
求
の
「理
由
」
は
、

こ
れ
ま
で
の
請
求
理
由
と
は
、
か
な
り

様
相
を
異
に
し
て
い
ま
す
。

二
一一口
で
言

え
ば
、
横
浜
事
件
の
冤
罪
事
件
と
し
て

の
性
格
を
ト
ー
タ
ル
に
問
う
と
こ
ろ
に

あ
り
ま
す
。

第

一
次
請
求
は

「拷
間
に
よ
る
自
白

に
基
づ
く
有
罪
判
決
」
、
第
二
次
請
求

は

「細
川
論
文
を
取
り
調
べ
な
い
ま
ま

で
の
判
決
」
を
問
題
に
し
、
第
二
次
請

▲講演する佐藤弁護士

求
は

「失
効
し
た
治
安
維
持
法
に
よ

る
判
決
」
を
問
題
に
し
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
に
対
し
て
、
今
回
は
横
浜
事
件

の
架
空
性
を
正
面
か
ら
裁
判
所
に
認

め
さ
せ
る
こ
と
を
ポ
イ
ン
ト
に
し
て

い
ま
す
。

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
横
浜
事
件
は
、

昭
和
１７
年
７
月
５
日
の
富
山
県
泊
町

（現
朝
日
町
）
で
の
宴
会
を
、
共
産
党

再
建
準
備
会
だ
と
当
局
が
捏
造
し
た

こ
と
を
核
と
し
て
い
ま
す
。

細
川
嘉
六
さ
ん
が
故
郷

・
泊
町
の

紋
左
旅
館
に
、
親
し
か
っ
た
研
究
者
、

編
集
者
を
招

い
て
懇
親

の
宴
会
を

や
っ
た
。
こ
れ
が
特
高

（特
別
高
等
警

衣
こ

に
よ
つ
て

「泊
会
議
」
と
で
つ
ち

あ
げ
ら
れ
た
の
で
す
。
私
た
ち
弁
護

団
は
、
本
年
７
月
　
申
し
立
て
人
｛小

野
兄
妹
）
、
弁
護
団
、
支
援
会
事
務
局

と
共
に
、
泊
ま
り
込
み
で
現
地
を
確

認
し
て
き
ま
し
た
が
事
実
は
、
単
な

る
宴
会
で
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
小
野
康
人
氏
を
有
罪

と
し
た
確
定
判
決

（昭
和
２０
年
９
月

‐５
日
）
の
基
と
な

っ
た
予
審
終
結
決

定

（同
年
７
月
２０
日
）
は
泊
会
議
を
犯

罪
事
実
と
し
て
認
定
し
、
細
川
論
文

の

『
改
造
』
掲
載
は
、
泊
会
議
で
の

決
定

の
実
行
行
為
と
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
確
定
判
決
は
、
泊
会
議

を
す

つ
ぽ
り
落
と
し
て
、
論
文
掲
載
だ

け
を
犯
罪
事
実
と
し
た
。
つ
ま
り
裁
判

官
自
身
が
泊
会
議
を
虚
構
と
認
め
た

わ
け
で
す
。

そ
こ
で
私
た
ち
は
、
大
胆
に
も
予
審

終
結
決
定
そ
の
も
の
が
、
確

定
判
決
の

虚
構
を
暴
く
新
証
拠
で
あ

る
と
主
張

し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
確
定
判
決
は
、
細
川
論
文
を

共
産
主
義
的
啓
蒙
論
文
だ
と
断
定
し

ま
し
た
。
し
か
し
細
川

，
論
文
は
当
時
の

政
府
の
ア
ジ
ア
政
策
を
．批
判
し
て
い

る
が
、
そ
の
立
場
は
い
わ
ば
自
由
主
義

的
で
あ

つ
て
、
共
産
主
義
の
論
文
と
は

と
て
も
い
え
な
い
。

，
）
の
こ
と
を
証
明

す
る
今
井
精

一
、
荒
井
信

一
先
生
の
鑑

定
書
に
加
え
て
、
波
田
野
澄
雄
先
生
の

鑑
定
書
を
新
証
拠
と
し
て
提
出
し
ま

し
た
。

と
こ
ろ
で
、
現
在
進
行
中
の
第
二
次

請
求
は
、

４５
年
８
月
１５
日
の
ポ
ツ
ダ
ム

宣
言
受
諾
に
よ

つ
て
治
安
維
持
法
は

失
効
し
た
、
失
効
し
た
法
律
に
よ
る
判

決

（同
月
３０
日
）
は
無
効
で
あ
る
、
と

い
う
も
の
で
す
。
そ
し
て
京
大
の
大
石

教
授
が
こ
の
主
張
を
認
め
る
鑑
定
を

し
ま
し
た
。

こ
れ
は
画
期
的
な
よ
う
に
思
え
ま
す

が
し
か
し
、
裁
判
所
は
こ
の
考
え
方
に

基
づ
い
て
、
横
浜
事
件
の
事
実
か
ら
眼

を
背
け
た

「再
審
開
始
」
を

す
る
可
能

性
否
危
険
性
が
あ
り
ま
す
４

し
か
し

私
た
ち
は
、
泊
会
議
、
細
川

論
文
、
拷
間
に
よ
る
自
白
等
、
横
浜
事

件
の
架
空
性
を
明
ら
か
に
し
て
、
再
審

を
実
現
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
第
二

次
請
求
の
考
え
方
に
従
う
わ
け
に
い
き

ま
せ
ん
。

最
近
、
ミヽ
ュ
ー
ジ
カ
ル

「異
国
の
丘
」

を
見
ま
し
た
。
主
人
公
は
近
衛
文
暦
の

子
息
。
そ
の
近
衛
の
ブ
レ
ー
ン
に
尾
崎

秀
実
が
い
ま
し
た
。
尾
崎
は
、
ゾ
ル
ゲ

事
件
で
死
刑
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
横
浜

事
件
で
も
ペ
ン
で
戦
争
に
抵
抗
し
た
人

人
々
が

「犯
罪
者
」
と
さ
れ
た
の
で
す
。

が
殺
さ
れ
た
の
で
す
。

い
ま
米
国
の
新
し
い
戦
争
が
企
て
ら

れ
、
日
本
も
参
戦
す
る
体
制
が

つ
く
ら

れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ペ
ン
で
戦
争
に
抵

抗
す
る
人
が
投
獄
さ
れ
る
時
代
を
再
び

招
い
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
横
浜
事
は
、

戦
争
政
策
を
ペ
ン
で
批
判
し
た
者

へ
の

有
罪
判
決
と
い
う
意
味
で
は
、
司
法
の

大
き
な
過
ち
も
あ
る
の
で
す
。
今
の
世

に
生
き
る
法
律
家
の
責
務
と
し
て
横
浜

事
件
が

「真
の
解
決
」
を
待

っ
て
い
る

と
私
は
信
じ
て
疑
い
ま
せ
ん
。
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一　
奥
野
七
郎
氏
に
つ
い
て
、
ご
存
じ

．

・．　
の
こ
と
が
あ
れ
ば
、
お
知
ら
せ
く

だ
さ
ぃ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

細
川
論
文
前
半
掲
載
の

「改
造
」
昭

和
１７
年
８
月
号
に
、
奥
野
七
郎

「米
英

の
搾
取
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
栄
圏
」
と
い

う
論
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

問
題
の
泊
宴
会

（昭
和
１７
年
７
月
）

の
前
、
６
月
１５
日
ご
ろ
、
細
川
さ
ん
は

満
鉄
関
係
の
研
究
者

（平
館
利
雄
氏

ら
）
や
編
集
者
た
ち

（相
川
博
氏
ら
）
と

共
に
、
日
黒
茶
寮
で
こ
の
奥
野
氏
の
還

暦
祝
い
を
や
り
ま
し
た
。
特
高
は
、
祝

宴
を
満
鉄
グ
ル
ー
プ
と
相
川
さ
ん
中
心

の
編
集
者
グ
ル
ー
プ
と
の
合
体
↓
党
再

建
準
備
会
結
成

（泊
会
議
）
の
た
め
の

会
合
と
決
め

つ
け
、
予
審
終
結
決
定

（細
川

。
相
川
分
）
、
判
決

（西
沢
富
夫

分
）
で

「犯
罪
事
実
」
に
掲
げ
ら
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
犯
罪
事
実
の
虚
構
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
、
泊
会
議
の
虚
構
、
判
決

の
架
空
性
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
の
た
め
奥
野
七
郎
と
い
う
人
物

に
つ
い
て
知
り
た
い
の
で
す
。
情
報
を

お
寄
せ
い
た
だ
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。
現

在
わ
か
っ
て
い
る
の
は
、
外
務
省
乃
至

情
報
局
嘱
託
で
、
マ
イ
ン
・
カ
ン
プ
の

抄
訳
を
し
た
こ
と
ぐ
ら
い
で
す

（事
務

局

・
橋
本
）

カ
ン
パ
を
寄
せ
ら
れ
た
方
々

∧
８
月
∨
岩
波
労
組
∧
９
月
∨
永
田
誠
∧

１０
月
∨
上
田
誠
吉
　
永
田
誠
　
水
上
人
江

伊
藤
千
里
∧
Ｈ
月
∨
永
田
誠

○
残
念
で
す
が
夫
渡
辺
等
は
永
眠
致
し

ま
し
た
。
ご
連
絡
が
大
変
遅
く
な
り

ま
し
て
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

渡
辺
波
津
美

○
い
つ
も
会
報
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
安
江
淳
は
死
去
致
し
ま
し
た
の

で
残
念
で
す
が
中
止
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
存
じ
ま
す
。
会
の
ご
発
展
影

な
が
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

安
江
香
代
子

※
長
い
間
ご
支
援
頂
き
ま
し
て
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
二
人
の
ご

冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

事
務
局
よ
り

※
今
年
も
余
す
と
こ
ろ
あ
と
わ
ず

か
に

な

つ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
横
浜
事
件
に

お
い
て
も
色

々
あ
り
ま
し
た
が
、
来
年

は
こ
れ
ら
の
事
が
よ
い
結
果
を
も
た
ら

せ
て
く
れ
る
こ
と
を
願

っ
て
止
み
ま
せ

ん
。
こ
の
Ｈ
月
で
支
援
す
る
会
は
、

１７
期

目
に
入
り
ま
し
た
。
ど
う
か
年
会
費
の

更
新
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

※
１０
月
の
集
会
に
は
小
林
佳

一
郎
さ
ん
や
、

朝
日
新
聞
の
記
事
を
見
て
参
加
さ
れ
た

方
、
昨
年
参
加
く
だ
さ

っ
た
方

倉
バ
員
以

外
）
か
ら
、
激
励
の
言
葉
を
頂
き
ま
し

た
。
申
立
て
人
の
小
野
新

一
さ
ん
、
斎
藤

信
子
さ
ん
の
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た

※
先
月
気
賀
す
み
さ
ん
か
ら
お
電
話
を
頂

き
ま
し
た
。
と
て
も
お
元
気
そ
う
で
、
お

仕
事
に

（大
学
は
退
職
さ
れ
て
い
ま

す
）、
趣
味
に
と
充
実
し
た
毎
日
を
過
ご

さ
れ
て
い
ら

つ
し
や
い
ま
す
。
ま
た
青

山
房
子
さ
ん
は
、
先
に
足
の
骨
折
で
金

属
製
の
骨
を
接
い
だ
と
こ
ろ
の
肉
離
れ

で
、
８
月
末
か
ら
入
院
生
活
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
病
院
の
ほ
う

で

一
人
暮
し
は
無
理
だ
と
い
う
こ
と
で

今
月
８
日
に
有
料
ホ
ー
ム
に
移
ら
れ
ま

し
た
。
骨
折
以
来
坐
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
椅
子
の
生
活
で
す
が
、
お
元
気

で
い
ら

つ
し
や
い
ま
す
。

※
去
る
１０
月
１７
日
、
出
版
労
連
中
央
委
員

会
で
横
浜
事
件

へ
の
支
援

の
訴
え
を
し

ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
チ
ラ
シ
を
同
封

し
ま
し
た
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。
な
お
、

出
版
労
連

で
は
こ
の
訴
え
を
受
け
て
、

年
末
の
統

一
カ
ン
パ
活
動
で
横
浜
事
件

へ
の
カ
ン
パ
に
取
り
組
ん
で
く
だ
さ

っ

て
い
ま
す
。

※
お
願
い

ご
不
要
に
な
り
ま
し
た
ノ
ー
ト
パ
ソ

コ

ン
が
あ
り
ま
し
た
ら
ぜ
ひ
事
務
局

ヘ
カ
ン

パ
し
て
頂
け
な
い
で
し
よ
う
か
。
お
願
い

致
し
ま
す
。

最
後
に
皆
様
よ
い
お
年
を
！

そ
し
て
、
来
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
致

し
ま
す
。

（金
田
）

入会申し込み 。会費納入先

〒 101-Oo64千代 田区猿楽町 1-4-8

松村 ビル

横浜事件再審裁判 を支援する会

TEL/FAX 03● 3291-8066

<年会費 >個人 :2000円  団体 :5000円

●郵便振替 00130-7150641
●銀行振込 みずほ銀行九段支店

普通預金口座 1478864「 横浜事件再審裁判

を支援する会」


